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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２本の電線を撚り合わせる回転体であって、該回転体の回転軸及び前記回転軸に垂直に
交わるツイスト軸の双方の周りに回転可能な回転体と、
　前記回転体に一体的に配置され又は前記回転体の下流側に配置されると共に、撚り合わ
された電線を下流側に送り出す第１機構と、
　前記回転体の上流側に配置されると共に、前記回転体に供給する前記２本の電線の各々
を時計回り及び反時計回りに捻ることが可能な第２機構と、
　を備えた電線対撚り機であって、
　前記第２機構は、
　前記ツイスト軸に直交する第１方向において前記２本の電線を所定の間隔をあけて挟む
第１ローラ部及び第２ローラ部と、
　前記ツイスト軸及び前記第１方向にそれぞれ直交する第２方向に沿って前記第１ローラ
部及び前記第２ローラ部の少なくとも一方をスライドさせるスライド機構と、を有し、
　前記スライド機構は、
　前記スライドにより、前記第２機構と前記回転体との間において前記２本の電線のそれ
ぞれに時計回り又は反時計回りの捻りを生じさせる、
　電線対撚り機。
【請求項２】
　請求項１に記載の電線対撚り機において、
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　前記第１機構が、
　前記ツイスト軸を中心にして前記回転体とともに回転する送り出しローラ、又は、撚り
合わされた前記２本の電線を巻き取る巻き取りドラムを有する、
　電線対撚り機。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の電線対撚り機において、
　該電線対撚り機が、
　前記回転体、前記第１機構及び前記第２機構の作動を制御し、前記２本の電線を１ピッ
チずつ撚り合わせると共に送り出す、
　電線対撚り機。
【請求項４】
　所定の回転軸及び前記回転軸に垂直に交わるツイスト軸の双方の周りに回転する回転体
と、前記回転体に一体的に配置され又は前記回転体の下流側に配置されると共に撚り合わ
された電線を下流側に送り出す第１機構と、前記回転体の上流側に配置されると共に前記
回転体に供給する２本の電線の各々を時計回り及び反時計回りに捻ることが可能な第２機
構と、を備え、
　前記第２機構は、前記ツイスト軸に直交する第１方向において前記２本の電線を所定の
間隔をあけて挟む第１ローラ部及び第２ローラ部と、前記ツイスト軸及び前記第１方向に
それぞれ直交する第２方向に沿って前記第１ローラ部及び前記第２ローラ部の少なくとも
一方をスライドさせるスライド機構と、を有する、
　電線対撚り機を用いたツイスト電線の製造方法であって、
　前記スライド機構が、前記スライドにより、前記第２機構と前記回転体との間において
前記２本の電線のそれぞれに時計回り又は反時計回りの捻りを生じさせる工程と、
　前記回転体及び前記第１機構が、時計回り及び反時計回りの一方の向きに捻られた後に
他方の向きに捻られた前記２本の電線を、撚り合わせると共に下流側に送り出す工程と、
　を含む、ツイスト電線の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ツイスト電線を製造する電線対撚り機と、ツイスト電線の製造方法と、に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、電線を介して伝送される信号が外部から受ける影響（外部磁束によるノイズ
）を低減すると共に、その信号が外部へ及ぼす影響（外部への磁束放出）を低減すること
等を目的とし、各種のツイスト電線が提案されている。一般に、ツイスト電線は、複数の
電線を撚り合わせる機構を備えたツイスト電線製造装置によって製造される。
【０００３】
　例えば、図６に示すように、従来のツイスト電線製造装置の一つ（以下「従来装置９０
０」という。）は、２本の電線９０１を撚り合わせてツイスト電線（ツイストペア線）９
０２を製造するようになっている。従来装置９００は、回転体９０３と、第１捻り送り出
し機構９０４と、第２捻り送り出し機構９０５と、を備える。図６中の引用符号９０６の
位置はツイスト先端位置を示し、引用符号９０７の位置はツイスト開始位置を示し、引用
符号９０８はツイスト部分を示し、引用符号９０９は端子を示す。
【０００４】
　第１捻り送り出し機構９０４及び第２捻り送り出し機構９０５は、矢印Ｙ１に示す向き
に電線９０１を捻りながら、矢印Ｙ２に示す向きに電線９０１を送出する。回転体９０３
は、送り出し部９１０及び回転部９１１を備え、電線９０１を矢印Ｙ１の向きと同じ矢印
Ｙ３の向きに回転させながら矢印Ｙ４の向きに送出する。
【０００５】
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　回転体９０３の送り出し部９１０は、一対の駆動ローラ９１２を有する。回転部９１１
は、筒状部９１３、駆動部９１４、ギア９１５及び駆動力伝達ギア９１６を有する。駆動
ローラ９１２は回転体９０３と共に回転する。
【０００６】
　第１捻り送り出し機構９０４は、電線捻り部９１７及び電線送り出し部９１８を備える
。電線捻り部９１７は、筒状部９１９を矢印Ｙ１の向きに回転させる駆動部９２０、ギア
９２１及び駆動力伝達ギア９２２を有する。電線送り出し部９１８は、一対の駆動ローラ
９２３を有する。第２捻り送り出し機構９０５は、第１捻り送り出し機構９０４と同様の
構成を有する。
【０００７】
　従来装置９００は、上記構成により、ツイスト電線（ツイスト部分９０８）のピッチ及
び線心間距離の広がりが抑えながら、ツイスト電線（ツイスト部分９０８）を矢印Ｙ４の
向きに送出できるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】日本国特開２００７－２２７１８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従来装置９００では、第１捻り送り出し機構９０４が電線９０１を捻ると、同機構９０
４の下流側（回転体９０３に向かう領域）だけでなく、同機構９０４の上流側（図示しな
い電線供給機構に向かう領域。以下「電線供給側」という。）においても、電線９０１が
捻られることになる。第２捻り送り出し機構９０５についても同様である。そこで、従来
装置９００の電線供給機構（図示省略）は、電線９０１の捻れ（回転）に対応可能である
ように設計される。しかし、そのような設計は、電線供給機構を複雑化させると共に、従
来装置９００及び電線供給機構を含む設備全体（設備長）を大型化させる一因となる。
【００１０】
　本発明は、上記のような事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、設備全体を簡
素化して設備長の短縮化が可能な電線対撚り機、及び、ツイスト電線の製造方法、を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記した目的を達成するため、本発明に係る電線対撚り機は下記（１）～（３）の特徴
を有し、本発明に係るツイスト電線の製造方法は下記（４）の特徴を有している。
（１）
　２本の電線を撚り合わせる回転体であって、該回転体の回転軸及び前記回転軸に垂直に
交わるツイスト軸の双方の周りに回転可能な回転体と、
　前記回転体に一体的に配置され又は前記回転体の下流側に配置されると共に、撚り合わ
された電線を下流側に送り出す第１機構と、
　前記回転体の上流側に配置されると共に、前記回転体に供給する前記２本の電線の各々
を時計回り及び反時計回りに捻ることが可能な第２機構と、
　を備えた電線対撚り機であって、
　前記第２機構は、
　前記ツイスト軸に直交する第１方向において前記２本の電線を所定の間隔をあけて挟む
第１ローラ部及び第２ローラ部と、
　前記ツイスト軸及び前記第１方向にそれぞれ直交する第２方向に沿って前記第１ローラ
部及び前記第２ローラ部の少なくとも一方をスライドさせるスライド機構と、を有し、
　前記スライド機構は、
　前記スライドにより、前記第２機構と前記回転体との間において前記２本の電線のそれ
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ぞれに時計回り又は反時計回りの捻りを生じさせる、
　電線対撚り機であること。
（２）
　上記（１）に記載の電線対撚り機において、
　前記第１機構が、
　前記ツイスト軸を中心にして前記回転体とともに回転する送り出しローラ、又は、撚り
合わされた前記２本の電線を巻き取る巻き取りドラムを有する、
　電線対撚り機であること。
（３）
　上記（１）又は上記（２）に記載の電線対撚り機において、
　該電線対撚り機が、
　前記回転体、前記第１機構及び前記第２機構の作動を制御し、前記２本の電線を１ピッ
チずつ撚り合わせると共に送り出す、
　電線対撚り機であること。
（４）
　所定の回転軸及び前記回転軸に垂直に交わるツイスト軸の双方の周りに回転する回転体
と、前記回転体に一体的に配置され又は前記回転体の下流側に配置されると共に撚り合わ
された電線を下流側に送り出す第１機構と、前記回転体の上流側に配置されると共に前記
回転体に供給する２本の電線の各々を時計回り及び反時計回りに捻ることが可能な第２機
構と、を備え、
　前記第２機構は、前記ツイスト軸に直交する第１方向において前記２本の電線を所定の
間隔をあけて挟む第１ローラ部及び第２ローラ部と、前記ツイスト軸及び前記第１方向に
それぞれ直交する第２方向に沿って前記第１ローラ部及び前記第２ローラ部の少なくとも
一方をスライドさせるスライド機構と、を有する、
　電線対撚り機を用いたツイスト電線の製造方法であって、
　前記スライド機構が、前記スライドにより、前記第２機構と前記回転体との間において
前記２本の電線のそれぞれに時計回り又は反時計回りの捻りを生じさせる工程と、
　前記回転体及び前記第１機構が、時計回り及び反時計回りの一方の向きに捻られた後に
他方の向きに捻られた前記２本の電線を、撚り合わせると共に下流側に送り出す工程と、
　を含む、ツイスト電線の製造方法であること。
【発明の効果】
【００１２】
　上記（１）の構成の電線対撚り機によれば、回転体と第１機構と第２機構とを順次に作
動させることにより、２本の電線を撚り合わせてツイスト電線を製造できる。具体的には
、一例として（図３も参照。）、第２機構がこの第２機構と回転体との間で２本の電線を
それぞれ時計回り（各々の電線の軸線周りに正転する向き）に回転させて捻った後、回転
体がツイスト軸周りに回転して２本の電線を撚り合わせる（ツイストさせる）と共に、第
２機構が２本の電線をそれぞれ反時計回り（各々の電線の軸線周りに逆転する向き）に回
転させて正転する向きの捻り（力）を解除する。そして、第１機構が、撚り合わされた電
線を下流側に送り出す。これにより、２本の電線が互いに密着した状態にて撚り合わされ
、ツイスト電線が順次に製造される。このように、本構成の電線対撚り機によれば、従来
装置のように上流側において２本の電線が回転し続けることがないため、上流側の装置構
造を簡素化できる。従って、本構成の電線対撚り機は、設備構造の簡素化を図ることがで
きる。更に、このように設備構造を簡素化できれば、設備長の短縮化もできる。
【００１３】
　更に、上記（１）の構成の電線対撚り機は、２本の電線の各々に正転する向きの力（捻
りのストレス）を加えた後にその力を解除することと、２本の電線の撚り合わせる（ツイ
ストさせる）ことと、を組み合わせることにより、正転する向きに捻られた電線が元の形
状に戻ろうとする力（弾性回復力）を利用し、２本の電線同士を強固に密着（自縛）させ
られる。この電線同士の密着（自縛）により、ツイスト電線は、長期間に亘って撚り合わ
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された状態を維持できる。このように、本構成の電線対撚り機は、上述した設備構造の簡
素化に加え、長期間に亘って撚り合わされた状態を維持可能なツイスト電線を製造できる
。
【００１４】
　上記（２）の構成の電線対撚り機によれば、第１機構として送り出しローラ又は巻き取
りドラムを採用することから、従来装置に比べて簡素な設備により、撚り合わされた電線
を下流側に送り出すことができる。よって、本構成の電線対撚り機は、設備装置の簡素化
を図ることができる。
【００１５】
　上記（３）の構成の電線対撚り機によれば、１ピッチ分ずつ撚り合わせ及び送り出しを
行うため、ピッチ長にばらつきが少ない高品質なツイスト電線を提供できる。
【００１６】
　上記（４）の構成のツイスト電線の製造方法によれば、上記（１）と同様、設備構造の
簡素化、及び、設備長の短縮化を図ることができる。更に、本製造方法によって製造され
たツイスト電線は、上記（１）と同様、長期間に亘って撚り合わされた状態を維持できる
。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る電線対撚り機を示す模式図である。
【図２】図２（ａ）～図２（ｅ）は、電線が正転または逆転する様子を示す模式図である
。
【図３】図３（ａ）～図３（ｅ）は、２本の電線が撚り合わされる様子を示す模式図であ
る。
【図４】ツイスト電線の一例を示す模式図である。
【図５】本発明の他の実施形態に係る電線対撚り機を示す模式図である。
【図６】従来のツイスト電線製造装置を示す模式図であり、図６（ａ）は同装置の全体を
示す模式図であり、図６（ｂ）は図６（ａ）の回転体の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
＜第１実施形態＞
　以下、図面を参照しながら、本発明の第１実施形態に係る電線対撚り機（以下「電線対
撚り機１」という。）を説明する。図１は、電線対撚り機１を示す模式図である。図２は
電線が正転または逆転する様子を示す模式図、図３は２本の電線が撚り合わされる様子を
示す模式図である。
【００１９】
　図１に示すように、電線対撚り機１は、従来装置と同様、２本の電線２を撚り合わせて
（ツイストさせて）ツイスト電線３（図４を参照。）を製造できるように構成されている
。電線対撚り機１は、回転体兼送り出し機構４と、正転逆転捻り機構５と、図示しない制
御装置と、を備えている。
【００２０】
　以下、便宜上、回転体兼送り出し機構４を「第１機構」と称呼し、正転逆転捻り機構５
を「第２機構」と称呼する。
【００２１】
　なお、図中の引用符号６は電線供給側を示し、引用符号７はツイスト部分送り出し側を
示し、引用符号８の中心線は電線供給側６からツイスト部分送り出し側７までを結ぶ軸（
以下「ツイスト軸」という。）を示す。電線供給側６が上流側であり、ツイスト部分送り
出し側７が下流側である。
【００２２】
　先ず、電線対撚り機１の各部材の構成について説明する。
【００２３】
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　第１機構４は、回転軸部９を有する支柱部１０と、一対の回転軸部１１を有する支持枠
部１２と、巻き取りドラム１３と、回転体駆動部１４と、巻き取りドラム駆動部１５と、
を含んでいる。
【００２４】
　支柱部１０の回転軸部９は、ツイスト軸８を中心に回転自在な部分として設けられる。
回転軸部９には、支持枠部１２が固定される。支持枠部１２は、巻き取りドラム１３を支
持する部分であって、その端部に回転軸部１１が設けられ、略円柱状の巻き取りドラム１
３を回転自在に支持している。巻き取りドラム１３の胴部は、ツイスト部分１６を巻き取
る部分として機能する。
【００２５】
　回転体駆動部１４は、巻き取りドラム１３を支持した状態の支持枠部１２を例えば矢印
Ｒ１の向きに回転させられるように構成されている（例えば、図示しないモータ等を含む
。）。回転体駆動部１４は、図示しない制御装置に制御されて作動する。
【００２６】
　巻き取りドラム駆動部１５は、巻き取りドラム１３を矢印Ｒ２の向き（ツイスト部分１
６を巻き取る向き）に回転させられるように構成されている（例えば、図示しないモータ
等を含む。）。巻き取りドラム駆動部１５は、図示しない制御装置に制御されて作動する
。
【００２７】
　第２機構５は、第１機構４の電線供給側６（上流側）に配置される。第２機構５は、第
１ローラ部１７及び第２ローラ部１８、スライド機構１９、並びに、一対の電線ガイド部
２０を含んでいる。
【００２８】
　第１ローラ部１７及び第２ローラ部１８は、２つのドラム２３から供給される２本の電
線２を所定の間隔をあけた状態にて下流側に送り出し可能（矢印Ｒ３及びＲ４方向に回転
可能）であるように構成されている。具体的には、第１ローラ部１７及び第２ローラ部１
８は、２本の電線２が接触する胴部により、ツイスト軸８に直交する第１方向２１（上下
方向）から２本の電線２を挟み込んでいる。胴部の表面は、電線２と胴部との間に所望の
摩擦力が生じるように、ゴム等によって形成されている。第１ローラ部１７及び第２ロー
ラ部１８のローラ径は、第１機構４の巻き取りドラム１３のローラ径よりも小さい。第１
ローラ部１７及び第２ローラ部１８は、２本の電線２を後述するように正転および逆転さ
せるべく、ツイスト軸８及び第１方向２１の双方に直交する第２方向２２（左右方向）に
おいて所定の長さを有するように形成されている。
【００２９】
　スライド機構１９は、下側の第２ローラ部１８を第２方向２２に沿って移動（スライド
）可能であるように構成されている。スライド機構１９は、シリンダ等を含んでいる。ス
ライド機構１９は、図示しない制御装置に制御されて作動する。なお、スライド機構１９
は、上記構成に限られず、例えば、第１ローラ部１７をスライド可能に構成してもよく、
第１ローラ部１７及び第２ローラ部１８を互いに逆方向にスライド可能に構成してもよい
。
【００３０】
　第１ローラ部１７、第２ローラ部１８及びスライド機構１９により、第２機構５と第１
機構４との間において、２本の電線２のそれぞれに対して時計回りの向きの捻り（正転）
又は反時計回りの向きの捻り（逆転）を生じさせられる。なお、２本の電線２の正転又は
逆転と、電線２の撚り合わせと、の関係については、後述される。
【００３１】
　一対の電線ガイド部２０は、２本の電線２の間隔を保つために設けられている。一対の
電線ガイド部２０は、外周面が滑らかな丸棒であり、第１ローラ部１７及び第２ローラ部
１８の近傍に配置されている。
【００３２】
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　２本の電線２は、第１ローラ部１７及び第２ローラ部１８から送出された時点では一対
の電線ガイド部２０によって定められる間隔だけ離れており、第１機構４に近付くにつれ
て両者の間隔が徐々に小さくなる（狭まる）ようになっている。２本の電線２は、第１ロ
ーラ部１７及び第２ローラ部１８から第１機構４までの間において、弛まないように適度
に張られた状態となっている。
【００３３】
　電線供給側６での２本の電線２は、ドラム２３から引き出され、第１ローラ部１７及び
第２ローラ部１８により挟み込まれている。電線供給側６での２本の電線２は、後述され
るように、従来例のように回転し続けることはない。ドラム２３から引き出された状態は
、弛んでいてもよい。
【００３４】
　次に、図２を参照しながら、第２機構５について説明する。
【００３５】
　図２（ａ）は、２本の電線２の初期位置を表している。２本の電線２は、所定の間隔を
あけて上側の第１ローラ部１７と下側の第２ローラ部１８とによって挟まれている。２本
の電線２は、外周面の上側が第１ローラ部１７に接触し、外周面の下側が第２ローラ部１
８に接触している。
【００３６】
　図２（ｂ）に示すように、第２方向２２に沿って下側の第２ローラ部１８をスライド機
構１９（図１参照）によってスライドさせると、２本の電線２はそれぞれ正転する向き（
矢印Ｒ５の向き）に捻られる。
【００３７】
　図２（ｃ）に示すように、下側の第２ローラ部１８が所定距離だけスライドすると、正
転の処理が完了する。このとき、２本の電線２には、矢印Ｒ５の向きに捻る力（以下「捻
りのストレス」とも称呼する。）が及ぼされた状態となっている。なお、上記所定距離と
は、２本の電線２をそれぞれ３６０度以上捻ることができる距離である。
【００３８】
　図２（ｄ）に示すように、スライド機構１９（図１参照）によって図２（ｂ）に示す向
きとは逆向きに下側の第２ローラ部１８をスライドさせると、２本の電線２はそれぞれ逆
転する向き（矢印Ｒ６の向き）に捻られる。即ち、捻りが戻される。このとき、上述した
捻りのストレスが徐々に解除される。
【００３９】
　図２（ｅ）において、下側の第２ローラ部１８が所定距離（正転時と同じ距離）だけ逆
向きにスライドすると、逆転の処理が完了する（捻り戻しが完了する）。このとき、上述
した捻りのストレスが完全に解除され、２本の電線２は図２（ａ）と同じ状態に戻ること
になる。
【００４０】
　次いで、図３を参照しながら、電線対撚り機１によって２本の電線２が撚り合わされる
様子について説明する。なお、図３（ａ）～（ｅ）は、電線対撚り機１によって２本の電
線２が撚り合わされる様子を、時系列順に並べた図である。
【００４１】
　図３（ａ）は、２本の電線２の撚り合わせが始まる前において、第２機構５から第１機
構４に向けて延びる２本の電線２の一部を表している（図１も参照。）。なお、本図の上
方向が第１機構４（巻き取りドラム１３）に向かう方向であり、本図の下方向が第２機構
５（第１ローラ部１７及び第２ローラ部１８）に向かう方向である。
【００４２】
　次いで、図３（ｂ）に示すように、第２機構５によって２本の電線２が時計回り（正転
する向き。矢印Ｒ５の向き）に捻られる。このとき、第１機構４（巻き取りドラム１３）
と、第２機構５（第１ローラ部１７及び第２ローラ部１８）と、の間に存在する２本の電
線２の全体が、時計回り（正転する向きに）に捻られることになる。例えば、第２機構５
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による捻りの度合い（電線２の回転角度）は、後述する第１機構４による撚り合わせの度
合い（巻き取りドラム１３の回転角度）以上であるように、設定し得る。本例では、一例
として、電線２の回転角度が３６０度となるように、第２機構５が２本の電線２を捻るよ
うになっている。
【００４３】
　次いで、図３（ｃ）に示すように、第１機構４によって２本の電線２が時計回り（電線
２の捻りの向きと同じ正転する向き。矢印Ｒ１の向き）に撚られる（ツイストされる）。
その結果、図３（ｃ）に示すように、２本の電線２が撚り合わされる（ツイスト部１６を
参照。）。但し、このとき、第２機構５は、引き続き電線２の捻りを維持している。換言
すると、２本の電線２は、矢印Ｒ５の向きに捻られた状態のまま、矢印Ｒ１の向きにツイ
ストされる。なお、本例では、一例として、巻き取りドラム１３の回転角度が３６０度（
即ち、上述した電線２の回転角度と同じ回転角度）となるように、第１機構４が２本の電
線２をツイストさせるようになっている。
【００４４】
　次いで、図３（ｄ）に示すように、第２機構５によって２本の電線２が反時計回り（逆
転する向き。矢印Ｒ６の向き）に捻られる。このとき、上記同様、巻き取りドラム１３と
ローラ部１７，１８との間に存在する２本の電線２の全体が、反時計回り（逆転する向き
に）に捻られることになる。換言すると、このとき、時計回り（正転する向き）の捻りに
起因する捻りのストレスが、解除されることになる。
【００４５】
　例えば、第２機構５による反時計回りの捻りの度合い（電線２の回転角度）は、図３（
ｂ）に示す時計回りの捻りの度合いと同じであるように、設定し得る。本例では、時計回
りの回転角度が３６０度であるため、反時計回りの回転角度が３６０度となるように、第
２機構５が２本の電線２を捻るようになっている。
【００４６】
　このように捻りのストレスが解除されると、２本の電線２の各々が元の形状（時計回り
に捻られる前の形状。図３（ａ）の形状）に戻ろうとする。換言すると、２本の電線２の
各々において、元の形状に戻ろうとする力（弾性回復力）が生じる。この力に起因し、図
３（ｄ）のＡ－Ａ断面図に示すように、２本の電線２が接触している箇所（接触点）にお
いては、２本の電線２のそれぞれが接触したまま逆方向に移動（回転）しようとする。し
かし、２本の電線２はそれらの張力等に起因して互いに押し付け合っているため、電線２
の外周面（絶縁体）に摩擦力（滑り抵抗）が生じ、回転（滑り）が制限される。
【００４７】
　その結果、第２機構５が電線２を反時計回りに捻り終えても、電線２における捻りのス
トレスは完全には解消されず、電線２が互いに密着した状態にて捻りのストレスが残存す
ることになる。別の言い方をすると、２本の電線２の一方が他方の回転（滑り）を制限し
た状態が維持される。即ち、２本の電線２が自縛されることになる。
【００４８】
　その後、図３（ｅ）に示すように、第１機構４（巻き取りドラム１３）により、撚り合
わされた電線２（ツイスト部１６）が巻き取りドラム１３の回転方向（矢印Ｒ２の向き）
に巻き取られる。
【００４９】
　このように、電線対撚り機１は、２本の電線２を互いに密着した状態にて撚り合わせ、
ツイスト電線３を製造する。電線対撚り機１によって製造されたツイスト電線３は、２本
の電線２が自縛されているため、長期間に亘って撚り合わされた状態を維持できる。
【００５０】
　更に、本例では、図３（ａ）～図３（ｄ）に示す一連の処理（１ピッチ分の撚り合わせ
）を行う毎に、図３（ｅ）に示す送り出しの処理を行うようになっている。よって、ツイ
スト部分１６が一つ一つ増え、ツイスト電線３が製造されることになる。これにより、電
線対撚り機１は、ピッチ長にばらつきが少ない高品質なツイスト電線３を製造できる。
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【００５１】
　なお、本例では、図３（ｃ）に示す工程（２本の電線２の撚り合わせ）と、図３（ｄ）
に示す工程（捻りのストレスの解除）と、を個別に行っている。しかし、これら２つの工
程は、同時に行われても（即ち、２本の電線２を撚り合わせながら捻りのストレスを解除
しても）よい。
【００５２】
　次いで、図４を参照しながら、ツイスト電線３の構造について説明する。
【００５３】
　ツイスト電線３は、２本の電線２を撚り合わせるように（ツイストさせるように）束ね
た電線であり、各電線の端部には端子２４が設けられる。各々の電線２は、導体及び導体
を覆う絶縁体から形成されている。導体として、例えば、銅合金線が採用される。ツイス
ト電線３は、上述した装置の説明からも理解されるように、その全長を任意に設定するこ
とが可能である。
【００５４】
　以上、図１～図４を参照して説明したように、電線対撚り機１は、巻き取りドラム１３
（第１機構４の一部）と、第１機構４と、第２機構５と、を順次に作動させることにより
、２本の電線２を撚り合わせてツイスト電線３を製造できる。本構成の電線対撚り機によ
れば、従来装置９００のように上流側において２本の電線が回転し続けることがないため
、上流側の装置構造を簡素化できる。従って、本構成の電線対撚り機は、設備構造の簡素
化を図ることができる。更に、このように設備構造を簡素化できれば、設備長の短縮化も
できる。加えて、電線対撚り機１が製造したツイスト電線３は、２本の電線２が自縛され
ているため、長期間に亘って撚り合わされた状態を維持可能である。
【００５５】
　設備長の短縮化に関して説明を補足すると、従来装置９００（図６参照）は、第１捻り
送り出し機構９０４及び第２捻り送り出し機構９０５がそれぞれ電線捻り部９１７及び電
線送り出し部９１８を備えている。そのため、第１捻り送り出し機構９０４と第２捻り送
り出し機構９０５とが、所定の間隔をあけて配置される。更に、第１捻り送り出し機構９
０４及び第２捻り送り出し機構９０５の配置に応じ、回転体９０３もそれら機構９０４，
９０５から所定の間隔をあけて配置される。その結果、従来装置９００は、設備長が大き
くなる。
【００５６】
　本発明は、従来装置９００の第１捻り送り出し機構９０４と第２捻り送り出し機構９０
５とに対応する部分（第２機構５）が従来装置９００に比べて格段に小さいため、設備長
の短縮化を図ることができる。
【００５７】
＜第２実施形態＞
　以下、図面を参照しながら、本発明の第２実施形態に係る電線対撚り機（以下「電線対
撚り機３１」という。）を説明する。電線対撚り機３１は、第１実施形態における電線対
撚り機１の第１機構４（回転機構と巻取り機構とが一体化）を、回転機構と、巻取り機構
と、に分けた実施形態である。図５は、電線対撚り機３１を示す模式図である。なお、上
述した電線対撚り機１と実質的に同じ部材には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する
。
【００５８】
　図５において、電線対撚り機３１は、電線供給側６からツイスト部分送り出し側７まで
を結ぶツイスト軸８（図１参照）を中心に回転して２本の電線２を撚り合わせる回転体３
２と、回転体３２の上流側に配置される第２機構５と、回転体３２の下流側に配置される
送り出し機構３３と、図示しない制御装置とを、備えている。
【００５９】
　送り出し機構３３は、ツイスト軸８（図１参照）を中心にして回転体３２とともに回転
する一対の送り出しローラ３４を有する。回転体３２及び送り出し機構３３は、上述した
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電線対撚り機１の第１機構４（図１参照）と基本的に同じ機能を有するように構成されて
いる。
【００６０】
　電線対撚り機３１は、電線対撚り機１に比べ、ツイスト部分１６をドラムに巻き取らず
に送り出している点で相違するものの、得られる効果は電線対撚り機１と同様である。即
ち、電線対撚り機３１は、設備構造を簡素化して設備長を短縮化できる。
【００６１】
　ここで、上述した本発明に係るツイスト線製造装置およびツイスト線製造方法の実施形
態の特徴を、下記（１）～（５）に簡潔に纏めて列記する。
（１）
　２本の電線（２）を撚り合わせる回転体（巻き取りドラム１３）であって、該回転体の
回転軸（１１）及び前記回転軸に垂直に交わるツイスト軸（８）の双方の周りに回転可能
な回転体と、
　前記回転体に一体的に配置され（第１実施形態の巻き取りドラム１３）又は前記回転体
の下流側に配置される（第２実施形態の機構３３，３４）と共に、撚り合わされた電線を
下流側に送り出す第１機構（４）と、
　前記回転体（１３）の上流側に配置されると共に、前記回転体に供給する前記２本の電
線（２）の各々を時計回り及び反時計回りに捻ることが可能な第２機構（５）と、
　を備えた電線対撚り機（１，３１）であって、
　前記第２機構（５）は、
　前記ツイスト軸（８）に直交する第１方向（２１）において前記２本の電線（２）を所
定の間隔をあけて挟む第１ローラ部（１７）及び第２ローラ部（１８）と、
　前記ツイスト軸（８）及び前記第１方向（２１）にそれぞれ直交する第２方向（２２）
に沿って前記第１ローラ部（１７）及び前記第２ローラ部（１８）の少なくとも一方をス
ライドさせるスライド機構（１９）と、を有し、
　前記スライド機構（１９）は、
　前記スライドにより、前記第２機構（５）と前記回転体（１３）との間において前記２
本の電線（２）のそれぞれに時計回り又は反時計回りの捻りを生じさせる、
　電線対撚り機。
（２）
　上記（１）に記載の電線対撚り機において、
　前記第１機構（４）が、
　前記ツイスト軸（８）を中心にして前記回転体（１３）とともに回転する送り出しロー
ラ（３４）、又は、撚り合わされた前記２本の電線を巻き取る巻き取りドラム（１３）を
有する、
　電線対撚り機。
（３）
　上記（１）又は上記（２）に記載の電線対撚り機において、
　該電線対撚り機（１，３１）が、
　前記回転体（１３）、前記第１機構（４）及び前記第２機構（５）の作動を制御し、前
記２本の電線を１ピッチずつ撚り合わせると共に送り出す、
　電線対撚り機。
（４）
　所定の回転軸（１１）及び前記回転軸に垂直に交わるツイスト軸（８）の双方の周りに
回転する回転体（１３）と、前記回転体に一体的に配置され（第１実施形態の回転体１３
）又は前記回転体の下流側に配置されると共に撚り合わされた電線を下流側に送り出す第
１機構（第２実施形態の機構３３，３４）と、前記回転体の上流側に配置されると共に前
記回転体に供給する２本の電線（２）の各々を時計回り及び反時計回りに捻ることが可能
な第２機構（５）と、を備え、
　前記第２機構（５）は、前記ツイスト軸（８）に直交する第１方向（２１）において前
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記２本の電線を所定の間隔をあけて挟む第１ローラ部（１７）及び第２ローラ部（１８）
と、前記ツイスト軸（８）及び前記第１方向（２１）にそれぞれ直交する第２方向（２２
）に沿って前記第１ローラ部及び前記第２ローラ部の少なくとも一方をスライドさせるス
ライド機構（１９）と、を有する、
　電線対撚り機（１，３１）を用いたツイスト電線の製造方法であって、
　前記スライド機構（１９）が、前記スライドにより、前記第２機構（５）と前記回転体
（１３）との間において前記２本の電線（２）のそれぞれに時計回り又は反時計回りの捻
りを生じさせる工程と、
　前記回転体（１３）及び前記第１機構（４）が、時計回り及び反時計回りの一方の向き
に捻られた後に他方の向きに捻られた前記２本の電線（２）を、撚り合わせると共に下流
側に送り出す工程と、
　を含む、ツイスト電線の製造方法。
【００６２】
　本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱
することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである
。
【００６３】
　本出願は、２０１４年９月３日出願の日本特許出願（特願２０１４－１７８７９６）に
基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　本発明によれば、従来装置よりも装置の小型化が可能であり、ツイスト電線の目標長さ
が変更されてもツイスト電線の製造工程の煩雑化を出来る限り防ぐことが可能である。こ
の効果を奏する本発明は、複数の電線が撚り合わされたツイスト電線を製造するための製
造装置に関して有用である。
【符号の説明】
【００６５】
　１　　電線対撚り機
　２　　電線
　３　　ツイスト電線
　４　　回転体兼送り出し機構（第１機構）
　５　　正転逆転捻り機構（第２機構）
　６　　電線供給側
　７　　ツイスト部分送り出し側
　８　　ツイスト軸
　９　　回転軸部
　１０　支柱部
　１１　回転軸部
　１２　支持枠部
　１３　巻き取りドラム
　１４　回転体駆動部
　１５　巻き取りドラム駆動部
　１６　ツイスト部分
　１７　第１ローラ部
　１８　第２ローラ部
　１９　スライド機構
　２０　電線ガイド部
　２１　第１方向
　２２　第２方向
　２３　ドラム
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　２４　端子
　３１　電線対撚り機
　３２　回転体
　３３　送り出し機構
　３４　送り出しローラ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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